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施
政
方
針
演
説
等
に
お
け
る
幾
つ
か
の
点
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

一 
「
暫
定
税
率
の
廃
止
や
成
立
し
た
補
正
予
算
に
基
づ
き
、
ガ
ソ
リ
ン
及
び
軽
油
の
価
格
は
着
実
に
低
下
し
て
い
ま
す
。
電

気
・
ガ
ス
料
金
の
支
援
や
重
点
支
援
地
方
交
付
金
に
よ
る
支
援
も
、
国
民
の
皆
様
に
届
き
始
め
て
い
ま
す
。
」
に
つ
い
て 

 

１ 

高
市
政
権
発
足
後
、
実
質
ベ
ー
ス
で
の
手
取
り
は
ど
の
程
度
増
え
た
の
か
。 

 

２ 

財
務
省
資
料
に
よ
る
と
「
地
方
財
政
に
お
け
る
財
源
確
保

当
分
の
間
税
率
・
環
境
性
能
割
廃
止
に
伴
う
特
例
交
付
金

措
置
に
際
し
、
同
額
相
当
の
地
方
交
付
税
を
減
額
（
▲
〇
・
七
兆
円
）
す
る
こ
と
で
、
安
易
に
赤
字
国
債
発
行
に
頼
ら
ず

に
対
応
」
と
あ
る
。
こ
の
場
合
、
特
例
交
付
金
は
地
方
交
付
税
不
交
付
団
体
に
も
配
分
さ
れ
る
一
方
、
不
交
付
団
体
は
地

方
交
付
税
の
減
額
の
影
響
を
受
け
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
理
解
が
正
し
い
の
で
あ
れ
ば
、
交
付
団
体
に
配
分
さ
れ
る
財

源
は
実
際
の
減
収
分
に
比
べ
て
目
減
り
す
る
の
で
は
な
い
か
。 

二 

「
圧
倒
的
に
足
り
な
い
の
は
、
資
本
投
入
量
、
す
な
わ
ち
国
内
投
資
で
す
。
」
と
あ
る
が
、
潜
在
成
長
率
の
寄
与
度
を
分

解
し
て
み
る
と
、
圧
倒
的
に
足
ら
な
い
の
は
労
働
投
入
量
で
は
な
い
の
か
。 

三 

「
特
に
、
投
資
を
上
回
る
リ
タ
ー
ン
を
通
じ
て
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
成
長
に
も
資
す
る
危
機
管
理
投
資
、
成
長
投
資
な
ど
に
つ
い
て

は
、
債
務
残
高
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
引
下
げ
に
も
つ
な
が
る
よ
う
、
予
算
上
、
多
年
度
で
別
枠
で
管
理
す
る
仕
組
み
を
導
入
し
ま



 

２ 

 

す
。
」
に
つ
い
て 

 

１ 
予
算
上
、
多
年
度
で
別
枠
で
管
理
す
る
仕
組
み
を
導
入
す
れ
ば
、
何
故
債
務
残
高
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
引
下
げ
に
つ
な
が
る

の
か
。 

 

２ 

こ
こ
と
農
業
の
箇
所
で
「
別
枠
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。 

四 

「
成
長
率
の
範
囲
内
に
債
務
残
高
の
伸
び
率
を
抑
え
、
政
府
債
務
残
高
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
を
安
定
的
に
引
き
下
げ
て
い
き
ま

す
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
財
政
の
持
続
可
能
性
を
実
現
し
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
か
ら
の
信
認
を
確
保
し
て
い
き
ま
す
。
」
に
つ
い

て
、
成
長
率
は
様
々
な
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
予
測
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
予
算
執
行
上
、
ど
う
や
っ
て
成
長

率
の
範
囲
内
に
債
務
残
高
の
伸
び
率
を
抑
え
る
の
か
。
情
緒
的
な
表
現
で
な
く
、
具
体
的
な
方
策
に
つ
い
て
答
弁
あ
り
た

い
。 

五 

「
官
民
連
携
に
よ
る
投
資
促
進
」
に
つ
い
て 

 

１ 

こ
の
よ
う
な
形
で
政
府
が
成
長
分
野
を
定
め
て
官
民
が
協
調
し
て
投
資
を
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
成
長
戦
略
」
に
つ
い

て
、
過
去
三
十
年
、
実
施
さ
れ
た
も
の
の
中
で
成
功
し
た
と
考
え
て
い
る
も
の
を
提
示
あ
り
た
い
。 

 

２ 

「
十
七
の
戦
略
分
野
」
と
「
八
つ
の
横
断
的
課
題
」
を
掛
け
合
わ
せ
る
と
、
百
三
十
六
の
項
目
分
析
が
出
る
こ
と
と
な



 

３ 

 

る
。
全
く
重
点
的
で
は
な
く
、
総
花
的
に
な
る
だ
け
で
は
な
い
の
か
。 

 

３ 
「
企
業
の
長
期
的
な
成
長
に
資
す
る
人
的
投
資
や
新
事
業
へ
の
投
資
が
よ
り
積
極
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
株
主
へ
の
還

元
も
含
め
た
企
業
の
資
源
配
分
戦
略
を
成
長
志
向
型
に
変
容
」
と
は
、
株
主
還
元
よ
り
も
投
資
を
優
先
さ
せ
る
と
い
う
意

味
か
。 

六 

「
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
資
源
安
全
保
障
」
に
つ
い
て 

 

１ 

「
廃
炉
を
決
定
し
た
原
子
力
発
電
所
を
有
す
る
事
業
者
の
原
子
力
発
電
所
の
サ
イ
ト
内
で
の
建
て
替
え
」
と
は
具
体
的

に
ど
の
よ
う
な
も
の
を
想
定
し
て
い
る
の
か
。 

 

２ 

「
発
電
に
係
る
支
援
制
度
の
見
直
し
」
と
は
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
買
取
価
格
の
見
直
し
を
含
む
の
か
。 

七 

「
コ
メ
に
つ
い
て
は
、
需
要
拡
大
・
輸
出
拡
大
を
図
り
つ
つ
」
に
つ
い
て
、
新
市
場
開
拓
米
に
対
す
る
補
助
が
無
い
コ
メ

の
輸
出
は
ど
の
程
度
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。 

八 

「
い
わ
ゆ
る
百
三
万
円
の
壁
に
つ
い
て
、
働
き
控
え
の
解
消
と
手
取
り
増
加
の
観
点
か
ら
、
百
七
十
八
万
円
に
引
き
上
げ

ま
す
。
」
に
つ
い
て
、
何
故
、
働
き
控
え
が
生
じ
る
と
考
え
る
の
か
に
つ
い
て
、
税
制
の
観
点
か
ら
説
明
あ
り
た
い
。
現

在
、
働
き
控
え
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
認
識
や
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
紹
介
は
不
要
で
あ
る
。 



 

４ 

 

九 

「
ま
た
、
同
制
度
導
入
ま
で
の
間
の
負
担
軽
減
策
と
し
て
、
現
在
、
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
て
い
る
飲
食
料
品
に
つ
い
て

は
、
特
例
公
債
に
頼
る
こ
と
な
く
、
二
年
間
に
限
り
、
消
費
税
を
ゼ
ロ
税
率
と
す
る
こ
と
に
つ
き
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
や
財
源

の
在
り
方
な
ど
、
そ
の
実
現
に
向
け
た
諸
課
題
に
関
す
る
検
討
を
加
速
し
ま
す
。
」
に
つ
い
て 

 

１ 

公
債
に
頼
る
こ
と
は
あ
り
得
る
の
か
。 

 

２ 

消
費
税
を
ゼ
ロ
税
率
に
す
る
こ
と
自
体
は
、
既
に
意
思
決
定
さ
れ
て
い
る
の
か
。 

十 

「
中
国
は
、
東
シ
ナ
海
・
南
シ
ナ
海
で
の
力
又
は
威
圧
に
よ
る
一
方
的
な
現
状
変
更
の
試
み
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
我

が
国
周
辺
で
の
軍
事
活
動
を
拡
大
・
活
発
化
さ
せ
て
い
ま
す
。
」
に
つ
い
て
、
我
が
国
は
如
何
な
る
力
又
は
威
圧
に
よ
る
一

方
的
な
現
状
変
更
の
試
み
を
も
認
め
な
い
と
の
立
場
で
差
し
支
え
な
い
か
。 

十
一 

「
ま
た
、
日
米
同
盟
を
基
軸
に
、
自
由
、
民
主
主
義
、
人
権
、
法
の
支
配
と
い
っ
た
基
本
的
価
値
や
原
則
を
共
有
す
る

国
々
と
手
を
携
え
て
ま
い
り
ま
す
。
」
に
つ
い
て
、
国
際
法
に
基
づ
か
ず
一
方
的
に
関
税
率
を
上
げ
る
行
為
は
法
の
支
配
に

反
す
る
と
考
え
る
が
見
解
如
何
。 

十
二 

「
金
委
員
長
と
の
首
脳
会
談
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
選
択
肢
を
排
除
せ
ず
、
突
破
口
を
開
く
べ
く
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
」
に
つ
い
て
、
以
前
、
岸
田
政
権
の
途
中
ま
で
は
「
条
件
を
付
け
ず
に
金
正
恩
委
員
長
と
直
接
向
き
合
う
」
と
い
う
表



 

５ 

 

現
を
使
用
し
て
い
た
。
私
は
こ
の
「
条
件
を
付
け
ず
に
」
と
い
う
の
は
誤
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
な
る
と
思
っ
て
い
る
の
で
止

め
る
べ
き
と
の
立
場
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
条
件
を
付
け
ず
に
」
は
取
り
下
げ
た
と
の
理
解
で
差
し
支
え
な
い
か
。 

十
三 

「
そ
し
て
、
先
に
述
べ
た
子
供
・
若
者
政
策
や
子
育
て
支
援
に
加
え
、
妊
婦
健
診
や
出
産
に
係
る
費
用
な
ど
、
妊
娠
・

出
産
に
伴
う
経
済
的
負
担
を
軽
減
し
ま
す
。
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
は
少
子
化
対
策
な
の
か
。
だ
と
す
る
な
ら
、
こ
れ
ら
の

政
策
を
実
施
す
る
こ
と
が
少
子
化
対
策
と
な
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
見
込
ん
で
い
る
効
果
を
説
明
あ
り
た
い
。
ま
た
、
少
子
化
対

策
と
し
て
は
不
十
分
で
は
な
い
か
と
思
う
が
見
解
如
何
。 

十
四 

財
政
演
説
に
あ
る
「
ま
た
、
公
債
金
は
、
約
二
十
九
兆
五
千
八
百
億
円
と
な
っ
て
お
り
、
十
七
年
ぶ
り
に
三
十
兆
円
を

下
回
っ
た
前
年
度
当
初
予
算
に
続
き
、
二
年
連
続
で
三
十
兆
円
を
下
回
っ
て
お
り
ま
す
。
」
に
つ
い
て
、
当
分
の
間
税
率

（
軽
油
引
取
税
等
）
・
環
境
性
能
割
（
自
動
車
税
等
）
の
廃
止
関
連
で
「
交
付
税
特
会
の
借
入
金
残
高
の
う
ち
〇
・
七
兆
円

を
一
般
会
計
に
承
継
」
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
一
般
会
計
の
債
務
の
増
は
三
十
兆
円
以
上
に
な
る
と
の
理
解
で
差
し
支
え
な

い
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


